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参考資料 
 

【消火設備、避難設備等の設置基準、消防法施行令関係条文】 

１．消火設備に関する基準 

（消火器具に関する基準） 

第十条 消火器又は簡易消火用具（以下「消火器具」という。）は、次に掲げる防火対象物又はそ

の部分に設置するものとする。 

一 次に掲げる防火対象物 

イ 別表第一（一）項イ、（二）項、（六）項イ（１）から（３）まで及びロ、（十六の二）項か

ら（十七）項まで並びに（二十）項に掲げる防火対象物 

（以下略） 

（屋内消火栓設備に関する基準） 

第十一条 屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 

一 別表第一（一）項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの 

（以下略） 

３ 前二項に規定するもののほか、屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の

各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

一 第一項第二号及び第六号に掲げる防火対象物又はその部分（別表第一（十二）項イ又は（十

四）項に掲げる防火対象物に係るものに限る。）並びに第一項第五号に掲げる防火対象物又はそ

の部分 次に掲げる基準 

イ 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離

が二十五メートル以下となるように設けること。 

ロ 屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平距離

が二十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。 

ハ 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数（当該設置個数

が二を超えるときは、二とする。）に二・六立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように

設けること。 

ニ 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階のすべての屋内消火栓（設置個数が二を超

えるときは、二個の屋内消火栓とする。）を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端に

おいて、放水圧力が〇・一七メガパスカル以上で、かつ、放水量が百三十リットル毎分以上の性

能のものとすること。 

ホ 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそ

れが少ない箇所に設けること。 

ヘ 屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。 

二 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分で、前号に掲げる防火対象物又はその部分以外の

もの 同号又は次のイ若しくはロに掲げる基準 

イ 次に掲げる基準 
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（１） 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平

距離が十五メートル以下となるように設けること。 

（２） 屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平

距離が十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。 

（３） 屋内消火栓設備の消防用ホースの構造は、一人で操作することができるものとして総務省

令で定める基準に適合するものとすること。 

（４） 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数（当該設置

個数が二を超えるときは、二とする。）に一・二立方メートルを乗じて得た量以上の量となるよ

うに設けること。 

（５） 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階の全ての屋内消火栓（設置個数が二を

超えるときは、二個の屋内消火栓とする。）を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端

において、放水圧力が〇・二五メガパスカル以上で、かつ、放水量が六十リットル毎分以上の性

能のものとすること。 

（６） 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受ける

おそれが少ない箇所に設けること。 

（７） 屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。 

ロ 次に掲げる基準 

（１） 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平

距離が二十五メートル以下となるように設けること。 

（２） 屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平

距離が二十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとするこ

と。 

（３） 屋内消火栓設備の消防用ホースの構造は、一人で操作することができるものとして総務省

令で定める基準に適合するものとすること。 

（４） 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数（当該設置

個数が二を超えるときは、二とする。）に一・六立方メートルを乗じて得た量以上の量となるよ

うに設けること。 

（５） 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階の全ての屋内消火栓（設置個数が二を

超えるときは、二個の屋内消火栓とする。）を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端

において、放水圧力が〇・一七メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分以上の性

能のものとすること。 

（６） 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受ける

おそれが少ない箇所に設けること。 

（７） 屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。 

４ 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火

設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備又は動力消

防ポンプ設備を次条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九

条若しくは第二十条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したと

きは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分（屋外消火栓設備及び動力消防ポ
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ンプ設備にあつては、一階及び二階の部分に限る。）について屋内消火栓設備を設置しないこと

ができる。 

 

（スプリンクラー設備に関する基準） 

第十二条 スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 

一 次に掲げる防火対象物（第三号及び第四号に掲げるものを除く。）で、火災発生時の延焼を抑

制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの 

イ 別表第一（六）項イ（１）及び（２）に掲げる防火対象物 

ロ 別表第一（六）項ロ（１）及び（３）に掲げる防火対象物 

ハ 別表第一（六）項ロ（２）、（４）及び（５）に掲げる防火対象物（介助がなければ避難でき

ない者として総務省令で定める者を主として入所させるもの以外のものにあつては、延べ面積が

二百七十五平方メートル以上のものに限る。） 

二 別表第一（一）項に掲げる防火対象物（次号及び第四号に掲げるものを除く。）で、舞台部

（舞台並びにこれに接続して設けられた大道具室及び小道具室をいう。以下同じ。）の床面積

が、当該舞台が、地階、無窓階又は四階以上の階にあるものにあつては三百平方メートル以上、

その他の階にあるものにあつては五百平方メートル以上のもの 

  （該当なし）  

 

三 別表第一（一）項から（四）項まで、（五）項イ、（六）項、（九）項イ及び（十六）項イに

掲げる防火対象物で、地階を除く階数が十一以上のもの（総務省令で定める部分を除く。） 

（該当なし）  

 

四 別表第一（一）項から（四）項まで、（五）項イ、（六）項及び（九）項イに掲げる防火対象

物（前号に掲げるものを除く。）のうち、平屋建以外の防火対象物で、総務省令で定める部分以

外の部分の床面積の合計が、同表（四）項及び（六）項イ（１）から（３）までに掲げる防火対

象物にあつては三千平方メートル以上、その他の防火対象物にあつては六千平方メートル以上の

もの  

（該当なし）  

（以下略） 

（水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物） 

第十三条 次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不

活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該下欄に掲げる

もののいずれかを設置するものとする。 

（該当なし）  

（以下略） 

（屋外消火栓設備に関する基準） 

第十九条 屋外消火栓設備は、別表第一（一）項から（十五）項まで、（十七）項及び（十八）項

に掲げる建築物で、床面積（地階を除く階数が一であるものにあつては一階の床面積を、地階を

除く階数が二以上であるものにあつては一階及び二階の部分の床面積の合計をいう。第二十七条
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において同じ。）が、耐火建築物にあつては九千平方メートル以上、準耐火建築物（建築基準法

第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。）にあつては六千平方メートル以

上、その他の建築物にあつては三千平方メートル以上のものについて設置するものとする。 

（該当なし） 

２ 同一敷地内にある二以上の別表第一（一）項から（十五）項まで、（十七）項及び（十八）項

に掲げる建築物（耐火建築物及び準耐火建築物を除く。）で、当該建築物相互の一階の外壁間の

中心線からの水平距離が、一階にあつては三メートル以下、二階にあつては五メートル以下であ

る部分を有するものは、前項の規定の適用については、一の建築物とみなす。 

（該当なし） 

（以下略） 

（動力消防ポンプ設備に関する基準） 

第二十条 動力消防ポンプ設備は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分について設置するも

のとする。 

一 第十一条第一項各号（第四号を除く。）に掲げる防火対象物又はその部分 

二 前条第一項の建築物 

２ 第十一条第二項の規定は前項第一号に掲げる防火対象物又はその部分について、前条第二項の

規定は前項第二号に掲げる建築物について準用する。 

３ 動力消防ポンプ設備は、法第二十一条の十六の三第一項の技術上の規格として定められた放水

量（次項において「規格放水量」という。）が第一項第一号に掲げる防火対象物又はその部分に

設置するものにあつては〇・二立方メートル毎分以上、同項第二号に掲げる建築物に設置するも

のにあつては〇・四立方メートル毎分以上であるものとする。 

４ 前三項に規定するもののほか、動力消防ポンプ設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、

次のとおりとする。 

一 動力消防ポンプ設備の水源は、防火対象物の各部分から一の水源までの水平距離が、当該動力

消防ポンプの規格放水量が〇・五立方メートル毎分以上のものにあつては百メートル以下、〇・

四立方メートル毎分以上〇・五立方メートル毎分未満のものにあつては四十メートル以下、〇・

四立方メートル毎分未満のものにあつては二十五メートル以下となるように設けること。 

二 動力消防ポンプ設備の消防用ホースの長さは、当該動力消防ポンプ設備の水源からの水平距離

が当該動力消防ポンプの規格放水量が〇・五立方メートル毎分以上のものにあつては百メート

ル、〇・四立方メートル毎分以上〇・五立方メートル毎分未満のものにあつては四十メートル、

〇・四立方メートル毎分未満のものにあつては二十五メートルの範囲内の当該防火対象物の各部

分に有効に放水することができる長さとすること。 

三 水源は、その水量が当該動力消防ポンプを使用した場合に規格放水量で二十分間放水すること

ができる量（その量が二十立方メートル以上となることとなる場合にあつては、二十立方メート

ル）以上の量となるように設けること。 

四 動力消防ポンプは、消防ポンプ自動車又は自動車によつて牽引されるものにあつては水源から

の歩行距離が千メートル以内の場所に、その他のものにあつては水源の直近の場所に常置するこ

と。 
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５ 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に次の各号に掲げる消火設備をそれぞれ当該各号

に定めるところにより設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分

について動力消防ポンプ設備を設置しないことができる。 

一 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋外消火栓設備を前条に定める技術上の基準に

従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。 

二 第一項第一号に掲げる防火対象物の一階又は二階に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水

噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を第

十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条に定

める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。 

三 第一項第二号に掲げる建築物の一階又は二階にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火

設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を第十二条、第十三条、第

十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条に定める技術上の基準に従い、又は当

該技術上の基準の例により設置したとき。 

第三款 警報設備に関する基準 

（自動火災報知設備に関する基準） 

第二十一条 自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 

一 次に掲げる防火対象物 

イ 別表第一（二）項ニ、（五）項イ、（六）項イ（１）から（３）まで及びロ、（十三）項ロ並

びに（十七）項に掲げる防火対象物 

ロ 別表第一（六）項ハに掲げる防火対象物（利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。） 

二 別表第一（九）項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が二百平方メートル以上のもの 

三 次に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの 

イ 別表第一（一）項、（二）項イからハまで、（三）項、（四）項、（六）項イ（４）及びニ、

（十六）項イ並びに（十六の二）項に掲げる防火対象物 

（以下略） 

 

２ 前項に規定するもののほか、自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の

とおりとする。 

一 自動火災報知設備の警戒区域（火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができ

る最小単位の区域をいう。次号において同じ。）は、防火対象物の二以上の階にわたらないもの

とすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 

二 一の警戒区域の面積は、六百平方メートル以下とし、その一辺の長さは、五十メートル以下

（別表第三に定める光電式分離型感知器を設置する場合にあつては、百メートル以下）とするこ

と。ただし、当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合にあつて

は、その面積を千平方メートル以下とすることができる。 

三 自動火災報知設備の感知器は、総務省令で定めるところにより、天井又は壁の屋内に面する部

分及び天井裏の部分（天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分）に、有効に

火災の発生を感知することができるように設けること。ただし、主要構造部を耐火構造とした建

築物にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。 
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四 自動火災報知設備には、非常電源を附置すること。 

（以下略） 

 

（ガス漏れ火災警報設備に関する基準） 

第二十一条の二 ガス漏れ火災警報設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分（総務省令で定め

るものを除く。）に設置するものとする。 

（該当なし） 

（以下略） 

（漏電火災警報器に関する基準） 

第二十二条 漏電火災警報器は、次に掲げる防火対象物で、間柱若しくは下地を準不燃材料（建築

基準法施行令第一条第五号に規定する準不燃材料をいう。以下この項において同じ。）以外の材

料で造つた鉄網入りの壁、根太若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの床又は

天井野縁若しくは下地を準不燃材料以外の材料で造つた鉄網入りの天井を有するものに設置する

ものとする。 

一 別表第一（十七）項に掲げる建築物 

二 別表第一（五）項及び（九）項に掲げる建築物で、延べ面積が百五十平方メートル以上のもの 

三 別表第一（一）項から（四）項まで、（六）項、（十二）項及び（十六の二）項に掲げる防火

対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの 

（該当） 

（以下略） 

２ 前項の漏電火災警報器は、建築物の屋内電気配線に係る火災を有効に感知することができるよ

うに設置するものとする。 

（消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準） 

第二十三条 消防機関へ通報する火災報知設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。

ただし、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にある防火対象物にあつて

は、この限りでない。 

一 別表第一（六）項イ（１）から（３）まで及びロ、（十六の二）項並びに（十六の三）項に掲

げる防火対象物 

二 別表第一（一）項、（二）項、（四）項、（五）項イ、（六）項イ（４）、ハ及びニ、（十

二）項並びに（十七）項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの 

（以下略） 

３ 第一項各号に掲げる防火対象物（同項第一号に掲げる防火対象物で別表第一（六）項イ（１）

から（３）まで及びロに掲げるもの並びに第一項第二号に掲げる防火対象物で同表（五）項イ並

びに（六）項イ（４）及びハに掲げるものを除く。）に消防機関へ常時通報することができる電

話を設置したときは、第一項の規定にかかわらず、同項の火災報知設備を設置しないことができ

る。 

（非常警報器具又は非常警報設備に関する基準） 

第二十四条 非常警報器具は、別表第一（四）項、（六）項ロ、ハ及びニ、（九）項ロ並びに（十

二）項に掲げる防火対象物で収容人員が二十人以上五十人未満のもの（次項に掲げるものを除
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く。）に設置するものとする。ただし、これらの防火対象物に自動火災報知設備又は非常警報設

備が第二十一条若しくは第四項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により

設置されているときは、当該設備の有効範囲内の部分については、この限りでない。 

２ 非常ベル、自動式サイレン又は放送設備は、次に掲げる防火対象物（次項の適用を受けるもの

を除く。）に設置するものとする。ただし、これらの防火対象物に自動火災報知設備が第二十一

条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているときは、当該

設備の有効範囲内の部分については、この限りでない。 

一 別表第一（五）項イ、（六）項イ及び（九）項イに掲げる防火対象物で、収容人員が二十人以

上のもの 

二 前号に掲げる防火対象物以外の別表第一（一）項から（十七）項までに掲げる防火対象物で、

収容人員が五十人以上のもの又は地階及び無窓階の収容人員が二十人以上のもの 

（該当） 

３ 非常ベル及び放送設備又は自動式サイレン及び放送設備は、次に掲げる防火対象物に設置する

ものとする。 

一 別表第一（十六の二）項及び（十六の三）項に掲げる防火対象物 

二 別表第一に掲げる防火対象物（前号に掲げるものを除く。）で、地階を除く階数が十一以上の

もの又は地階の階数が三以上のもの 

三 別表第一（十六）項イに掲げる防火対象物で、収容人員が五百人以上のもの 

四 前二号に掲げるもののほか、別表第一（一）項から（四）項まで、（五）項イ、（六）項及び

（九）項イに掲げる防火対象物で収容人員が三百人以上のもの又は同表（五）項ロ、（七）項及

び（八）項に掲げる防火対象物で収容人員が八百人以上のもの 

（該当） 

（以下略） 

 

２．避難設備に関する基準 

（避難器具に関する基準） 

第二十五条 避難器具は、次に掲げる防火対象物の階（避難階及び十一階以上の階を除く。）に設

置するものとする。 

一 別表第一（六）項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が二十人（下階に

同表（一）項から（四）項まで、（九）項、（十二）項イ、（十三）項イ、（十四）項又は（十

五）項に掲げる防火対象物が存するものにあつては、十人）以上のもの 

二 別表第一（五）項に掲げる防火対象物の二階以上の階又は地階で、収容人員が三十人（下階に

同表（一）項から（四）項まで、（九）項、（十二）項イ、（十三）項イ、（十四）項又は（十

五）項に掲げる防火対象物が存するものにあつては、十人）以上のもの 

三 別表第一（一）項から（四）項まで及び（七）項から（十一）項までに掲げる防火対象物の二

階以上の階（主要構造部を耐火構造とした建築物の二階を除く。）又は地階で、収容人員が五十

人以上のもの 

四 別表第一（十二）項及び（十五）項に掲げる防火対象物の三階以上の階又は地階で、収容人員

が、三階以上の無窓階又は地階にあつては百人以上、その他の階にあつては百五十人以上のもの 
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五 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の三階（同表（二）項及び（三）項

に掲げる防火対象物並びに同表（十六）項イに掲げる防火対象物で二階に同表（二）項又は

（三）項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものにあつては、二階）以上の階の

うち、当該階（当該階に総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部

分が存する場合にあつては、その区画された部分）から避難階又は地上に直通する階段が二以上

設けられていない階で、収容人員が十人以上のもの 

２ 前項に規定するもののほか、避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりと

する。 

一 前項各号に掲げる階には、次の表において同項各号の防火対象物の区分に従いそれぞれの階に

適応するものとされる避難器具のいずれかを、同項第一号、第二号及び第五号に掲げる階にあつ

ては、収容人員が百人以下のときは一個以上、百人を超えるときは一個に百人までを増すごとに

一個を加えた個数以上、同項第三号に掲げる階にあつては、収容人員が二百人以下のときは一個

以上、二百人を超えるときは一個に二百人までを増すごとに一個を加えた個数以上、同項第四号

に掲げる階にあつては、収容人員が三百人以下のときは一個以上、三百人を超えるときは一個に

三百人までを増すごとに一個を加えた個数以上設置すること。ただし、当該防火対象物の位置、

構造又は設備の状況により避難上支障がないと認められるときは、総務省令で定めるところによ

り、その設置個数を減少し、又は避難器具を設置しないことができる。 

  階 

地階 二階 三階 

四階又は

五階 

六階以上

の階 防火対象物 

前項第二号及び第三号の

防火対象物 

避難はしご 

避難用タラ

ップ 

滑り台 

避難はしご 

救助袋 

緩降機 

避難橋 

滑り棒 

避難ロープ 

避難用タラ

ップ 

滑り台 

避難はしご 

救助袋 

緩降機 

避難橋 

避難用タラ

ップ 

滑り台 

避難はし

ご 

救助袋 

緩降機 

避難橋 

滑り台 

避難はし

ご 

救助袋 

緩降機 

避難橋 

      

      

      

二 避難器具は、避難に際して容易に接近することができ、階段、避難口その他の避難施設から適

当な距離にあり、かつ、当該器具を使用するについて安全な構造を有する開口部に設置するこ

と。 
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三 避難器具は、前号の開口部に常時取り付けておくか、又は必要に応じて速やかに当該開口部に

取り付けることができるような状態にしておくこと。 

（誘導灯及び誘導標識に関する基準） 

第二十六条 誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物

又はその部分に設置するものとする。ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で

定めるものについては、この限りでない。 

一 避難口誘導灯 別表第一（一）項から（四）項まで、（五）項イ、（六）項、（九）項、（十

六）項イ、（十六の二）項及び（十六の三）項に掲げる防火対象物並びに同表（五）項ロ、

（七）項、（八）項、（十）項から（十五）項まで及び（十六）項ロに掲げる防火対象物の地

階、無窓階及び十一階以上の部分 

二 通路誘導灯 別表第一（一）項から（四）項まで、（五）項イ、（六）項、（九）項、（十

六）項イ、（十六の二）項及び（十六の三）項に掲げる防火対象物並びに同表（五）項ロ、

（七）項、（八）項、（十）項から（十五）項まで及び（十六）項ロに掲げる防火対象物の地

階、無窓階及び十一階以上の部分 

三 客席誘導灯 別表第一（一）項に掲げる防火対象物並びに同表（十六）項イ及び（十六の二）

項に掲げる防火対象物の部分で、同表（一）項に掲げる防火対象物の用途に供されるもの 

四 誘導標識 別表第一（一）項から（十六）項までに掲げる防火対象物 

２ 前項に規定するもののほか、誘導灯及び誘導標識の設置及び維持に関する技術上の基準は、次

のとおりとする。 

一 避難口誘導灯は、避難口である旨を表示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の避難

口に、避難上有効なものとなるように設けること。 

二 通路誘導灯は、避難の方向を明示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の廊下、階

段、通路その他避難上の設備がある場所に、避難上有効なものとなるように設けること。ただ

し、階段に設けるものにあつては、避難の方向を明示したものとすることを要しない。 

三 客席誘導灯は、客席に、総務省令で定めるところにより計つた客席の照度が〇・二ルクス以上

となるように設けること。 

四 誘導灯には、非常電源を附置すること。 

五 誘導標識は、避難口である旨又は避難の方向を明示した緑色の標識とし、多数の者の目に触れ

やすい箇所に、避難上有効なものとなるように設けること。 

（以下略） 

３ 第一項第四号に掲げる防火対象物又はその部分に避難口誘導灯又は通路誘導灯を前項に定める

技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、第一項の規定にかかわ

らず、これらの誘導灯の有効範囲内の部分について誘導標識を設置しないことができる。 

 

３．消防用水に関する基準 

（消防用水に関する基準） 

第二十七条 消防用水は、次に掲げる建築物について設置するものとする。 

一 別表第一（一）項から（十五）項まで、（十七）項及び（十八）項に掲げる建築物で、その敷

地の面積が二万平方メートル以上あり、かつ、その床面積が、耐火建築物にあつては一万五千平
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方メートル以上、準耐火建築物にあつては一万平方メートル以上、その他の建築物にあつては五

千平方メートル以上のもの（次号に掲げる建築物を除く。） 

二 別表第一に掲げる建築物で、その高さが三十一メートルを超え、かつ、その延べ面積（地階に

係るものを除く。以下この条において同じ。）が二万五千平方メートル以上のもの 

２ 同一敷地内に別表第一（一）項から（十五）項まで、（十七）項及び（十八）項に掲げる建築

物（高さが三十一メートルを超え、かつ、延べ面積が二万五千平方メートル以上の建築物を除

く。以下この項において同じ。）が二以上ある場合において、これらの建築物が、当該建築物相

互の一階の外壁間の中心線からの水平距離が、一階にあつては三メートル以下、二階にあつては

五メートル以下である部分を有するものであり、かつ、これらの建築物の床面積を、耐火建築物

にあつては一万五千平方メートル、準耐火建築物にあつては一万平方メートル、その他の建築物

にあつては五千平方メートルでそれぞれ除した商の和が一以上となるものであるときは、これら

の建築物は、前項の規定の適用については、一の建築物とみなす。 

３ 前二項に規定するもののほか、消防用水の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおり

とする。 

一 消防用水は、その有効水量（地盤面下に設けられている消防用水にあつては、その設けられて

いる地盤面の高さから四・五メートル以内の部分の水量をいう。以下この条において同じ。）の

合計が、第一項第一号に掲げる建築物にあつてはその床面積を、同項第二号に掲げる建築物にあ

つてはその延べ面積を建築物の区分に従い次の表に定める面積で除した商（一未満のはしたの数

は切り上げるものとする。）を二十立方メートルに乗じた量以上の量となるように設けること。

この場合において、当該消防用水が流水を利用するものであるときは、〇・八立方メートル毎分

の流量を二十立方メートルの水量に換算するものとする。 

建築物の区分 面積 

第一項第一号に掲げる建築物 

耐火建築物 七千五百平方メートル 

準耐火建築物 五千平方メートル 

その他の建築物 二千五百平方メートル 

第一項第二号に掲げる建築物 一万二千五百平方メートル 

二 消防用水は、建築物の各部分から一の消防用水までの水平距離が百メートル以下となるように

設けるとともに、一個の消防用水の有効水量は、二十立方メートル未満（流水の場合は、〇・八

立方メートル毎分未満）のものであつてはならないものとすること。 

三 消防用水の吸管を投入する部分の水深は、当該消防用水について、所要水量のすべてを有効に

吸い上げることができる深さであるものとすること。 

四 消防用水は、消防ポンプ自動車が二メートル以内に接近することができるように設けること。 

五 防火水槽には、適当の大きさの吸管投入孔を設けること。 
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【八千代座の市指定文化財】 

   八千代座に関する山鹿市指定文化財について、以下の通り列記する。 

・東通用門（「東非常門」）［明治 43年］ 

  棟門、桟瓦（目板瓦）葺き。門扉・閂の当初材が残る。 
  平成 13 年の大修理時に半解体修理を行い建設当初の姿に復原。 
・東塀（通用口潜戸含む）［明治 43年］ 

  木造、真壁塗り、桟瓦（目板瓦）葺き。「東非常門」の西側に８間、東側に延５間 
  平成 13 年の大修理時に半解体修理を行い建設当初の姿に復原。 
・稲荷社［明治 34年］ 

  石造の祠、寄棟造り平入り、正面に木造の庇付、石積みの基壇の上に祀る。 
・旧火鉢置き場棟（「火鉢蔵置場」）［明治 34年建設か（明治 43 年、瓦葺きに改造）］ 

  桁行１間半、梁間２間、切妻造、北面庇付、桟瓦（目板瓦）葺き。 
平成 13 年の大修理時に全解体修理を行い瓦葺きに改造した時の姿に復原。 

・東瓢簞池（「東泉水」）［明治 43 年］ 

  無筋コンクリート製か、モルタル仕上げ。 
  平成 13 年の大修理時に補修工事を行い防水をやり直し、給排水暗渠を復旧整備。 
・西瓢簞池（「西泉水」）［明治 43 年］ 

  無筋コンクリート製、モルタル仕上げ。 
  平成 13 年の大修理時に復原工事を行い失われていた南半分を復し、給排水機能を復旧。 
・構内排水石造側溝（「構内石造排水溝」）［井戸と同時期か］ 

  両側に鍋田石（凝灰岩）の粗い縁石を並べ、底をコンクリートで均した簡略な溝。 
  平成 13 年の大修理時に復旧整備を行い井戸の流し場から集水枡に至る全長を復旧。 
・東庭屋外井戸［年代不明］ 

  伝統的な石積みの井戸側でなく、ボーリングで掘削した井戸。 
   平成 13 年の大修理時の復旧整備では流し場を復原し、ポンプを仮据えしたのみで、井戸

の再生までは行っていない。 
・敷地外周排水石造側溝（「敷地北面石造側溝」）［明治 43 年か］ 

  鍋田石で造った側溝。 
  平成 13 年の大修理時に補修工事で行い敷地北西から、旧「賄場」裏に至る範囲 

を復旧。 
・東売店（「仕出シ場」）［明治 43 年、昭和 62年取壊し］ 

  桁行３間、梁間４間（実長３間）、切妻造、桟瓦葺き（目板瓦） 
  平成 13 年の大修理時に復原新築。 

各種資料に基づき、可能な限り明治 43 年の構造形式に復原。 
・西便所［明治 43年、昭和 62年取壊し］ 

  桁行３間、梁間２間、切妻造、棟に臭気抜き小屋根付き、桟瓦葺き（目板瓦） 
  平成４年に復原。現存する「東便所」に似せて、観客用の実用水洗トイレとして建 

設。 
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・西売店（「菓子小屋」）［明治 43 年、昭和 62年取壊し］ 

  桁行３間、梁間４間（実長３間）、切妻造、桟瓦葺（目板瓦）き 
  平成 13 年の大修理時に復原新築。可能な限り明治 43 年の構造形式に復原。 
 

〈建造物以外〉 

・八千代座文書一式 

・八千代座大道具一式 

・八千代座小道具一式 

・八千代座保存古材一式 

・八千代座敷地 
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【図・表リスト】 

 

図1-1 計画区域図 

図1-2 計画区域詳細図 

図1-3 建物配置・屋根伏図 

図1-4 1階平面図 

図1-5 2階平面図 

図1-6 南立面図 

図1-7 東立面図 

図1-8 西立面図 

図1-9 北立面図 

図1-10 東便所東立面図 

図1-11 東便所西立面図 

図1-12 東便所南立面図 

図1-13 東便所北立面図 

図1-14 西塀・門南立面図 

図1-15 西塀・門北立面図 

図1-16 東塀・門南立面図 

図3-1 「歴史的町並み地区」 

（「山鹿市景観計画」より） 

図3-2 「山鹿湯まち地区」 

    （「歴史的風致維持向上計画」より）  

図3-3 環境保全区域図 

図3-4  建造物の区分設定図 

図3-5  建造物の区分設定図（拡大） 

図3-6  計画区域内建造物配置図 

図3-7  八千代座周辺の状況 

図4-1  防火管理区域範囲図    

図4-2  1階消火設備現況配置図 

図4-3  2階消火設備現況配置図 

図4-4  1階誘導灯現況配置図 

図4-5  2階誘導灯現況配置図 

図4-6  地下誘導灯現況配置図 

図4-7  構造補強施行箇所 

図4-8  構造補強詳細図 

図6-1  部分の設定図（内部・1階） 

図6-2  部分の設定図（内部・2階） 

図6-3  部分の設定図（内部・奈落） 

 

       

 

図6-4  部分の設定図（外部・正面） 

図6-5  部分の設定図（外部・背面） 

図6-6  部分の設定図（外部・西面）    

図6-7  部分の設定図 (外部・東面) 

 

表4-1 消火設備、避難設備等の根拠法令一覧表 

表5-1 建造物の維持管理 

表6-1 修繕規模による修理届の緩和基準 
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